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食品健康影響評価の結果の通知について 

 

 

 令和３年６月 30 日付け厚生労働省発生食 0630 第１号をもって厚生労働大臣から食品安

全委員会に意見を求められたアブシシン酸に係る食品健康影響評価の結果は下記のとおり

ですので、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 23 条第２項の規定に基づき通知し

ます。 

 なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。 

 

 

記 

 

 

アブシシン酸は、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、

食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられ

る。 



 

 

 
 

対象外物質※評価書 
 

アブシシン酸 
 

令和３年（２０２１年）１１月 

食品安全委員会 
 

 

※ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１３条第３項の規定に基

づき、人の健康を損なうおそれのないことが明らかなものとして厚生労

働大臣が定める物質 

別添１ 
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要 約 

 

植物成長調整剤「アブシシン酸」（CAS No．21293-29-8）について、食品衛生法（昭

和 22年法律第 233号）第 13条第 3項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのない

ことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質（対象外物質）として定める

ことについて、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。 

各種毒性試験の結果から、アブシシン酸の食品を経由したばく露により問題となる毒

性所見は認められなかった。また、アブシシン酸は、植物ホルモンの一種であり、植物

体内に分布しており、既に広く摂取されている。 

以上のことから、アブシシン酸は、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用

される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが

明らかであると考えられる。 
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Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．用途 

植物成長調整剤 

 

２．有効成分の一般名 

和名：アブシシン酸 

英名：S-abscisic acid 

 

３．化学名 

IUPAC 

和名：(2Z,4E)-5-[(1S)-1-ヒドロキシ-2,6,6-トリメチル-4-オキソシクロヘキサ-  

2-エン-1-イル]-3-メチルペンタ-2,4-ジエン酸 

 

英名：(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex- 

2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid 

 

CAS (No.21293-29-8) 

和名：(2Z,4E)-5-[(1S)-1-ヒドロキシ-2,6,6-トリメチル-4-オキソ- 

2-シクロヘキセン-1-イル]-3-メチル-2,4-ペンタジエン酸 

英名：(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo- 

2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-2,4-pentadienoic acid 

 

４．分子式 

C15H20O4 

 

５．分子量 

264.3 

 

６．構造式 

 

 

７．開発の経緯等 

アブシシン酸は、植物の成長過程において休眠の誘導、ストレス耐性の付与、離層

形成による落果、落葉の促進、組織の老化など多くの主要プロセスに関与する植物ホ
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ルモンの一種である。農薬としては、Valent BioScience 社により植物成長調整剤と

して開発された。ぶどうにアブシシン酸を処理することにより、アントシアニン生合

成のキー酵素である UDP glucose-flavonoid 3-O-glucosyltransferase の遺伝子

（UFGT遺伝子）とその転写因子VvmybA1遺伝子の発現量が増加し、果粒内のアン

トシアニン含量が増加し、着色が向上する。 

海外においては、米国、オーストラリア、EU等で農薬として登録されている。 

今回、農薬取締法に基づく農薬登録申請［新規：ぶどう（巨峰）及びぶどう（ピオー

ネ）］がなされ、食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）第 13条第 3項の規定に基づ

き、アブシシン酸を人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚

生労働大臣が定める物質（対象外物質）として定めることについて、食品安全基本法

（平成 15年法律第 48号）第 24条第 1項第 1号の規定に基づき、厚生労働大臣から

食品安全委員会に食品健康影響評価の要請がなされた。 
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Ⅱ．安全性に係る知見の概要 

各種試験成績等を基に、アブシシン酸に関する科学的知見を整理した。 

 

１．吸収・分布・代謝・排泄 

アブシシン酸は、植物体内に分布しており、人畜において既に広く摂取されている

ことから、吸収、分布、代謝及び排泄の試験は実施されていない。 

 

２．毒性に関する知見 

（１）急性毒性試験 

アブシシン酸（原体）のラットを用いた急性毒性試験が実施された。 

結果は表 1に示されている。（参照 2～5） 

 

表１ 急性毒性試験概要（原体） 

投与経路 動物種 
LD50(mg/kg体重) 

観察された症状 
雄 雌 

経口 a 
SDラット 

雌 3匹 
 >5,000 症状及び死亡例なし 

経皮 b 
SDラット 

雌雄各 5匹 
>5,000 >5,000 症状及び死亡例なし 

吸入 c 
SDラット 

雌雄各 5匹 

LC50(mg/L) 

症状及び死亡例なし 
>2.06 >2.06 

／：実施せず 
a：上げ下げ法による評価。溶媒は 30%コーン油を使用。 
b：24時間閉塞貼付 
c：4時間ばく露（ダスト） 

 

（２）眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験 

アブシシン酸（原体）のNZW ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実

施された。その結果、眼に対して軽度な刺激性（虹彩炎、結膜炎及び角膜混濁）、

皮膚に対して非常に軽度な刺激性（紅斑）が認められた。 

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization 法）が実施され、

結果は陰性であった。（参照 2、6～8） 

 

（３）28日間亜急性毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌投与（原体：0、2,000、6,000 及び

20,000 ppm）による 28日間亜急性毒性試験が実施された。 

本試験において、いずれの投与群においても毒性影響は認められなかったことか

ら、無毒性量は本試験の最高用量 20,000 ppmであると考えられた。（参照 2、9） 
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（４）90日間亜急性毒性試験（ラット） 

SDラット（一群雌雄各 10匹）を用いた混餌投与（原体：0、2,000、6,000及び

20,000 ppm：平均検体摂取量は表 2参照）による 90日間亜急性毒性試験が実施さ

れた。 

 

表２ 90日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群 2,000 ppm 6,000 ppm 20,000 ppm 

平均検体摂取量 

(mg/kg体重/日) 

雄 138 408 1,420 

雌 164 497 1,750 

 

本試験において、いずれの投与群においても毒性影響は認められなかったことか

ら、無毒性量は本試験の最高用量 20,000 ppm（雄：1,420 mg/kg体重/日、雌：1,750 

mg/kg体重/日）であると考えられた。（参照 2、10） 

 

（５）21日間亜急性経皮毒性試験（ラット） 

SDラット（一群雌雄各 5匹）を用いた経皮投与（原体：0、100、300、及び 1,000 

mg/kg体重/日、6時間/日）による 21日間亜急性経皮毒性試験が実施された。 

本試験において、いずれの投与群においても毒性影響は認められなかったことか

ら、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg体重/日であると考えられた。

（参照 2、11） 

 

（６）２世代繁殖試験（ラット） 

SDラット（一群雌雄各 30匹）を用いた混餌投与（原体：0、10,000、15,000及

び 20,000 ppm：平均検体摂取量は表 3参照）による 2世代繁殖試験が実施された。 

 

表３ ２世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群 
10,000 

ppm 

15,000 

ppm 

20,000 

ppm 

平均検体摂取量 

(mg/kg体重/日) 

P世代 
雄 684 1,030 1,360 

雌 787 1,160 1,570 

F1世代 
雄 928 1,410 1,870 

雌 987 1,490 1,970 

 

P世代及び F1世代の雌雄とも、体重、体重増加量及び摂餌量に検体投与に関連し

た影響は認められなかった。 

P世代の 20,000 ppm投与群の雄で、精嚢/凝固腺の絶対及び比重量1の低下が認め

られたが、関連する病理組織学的変化が認められないことから、毒性変化ではない

                                            
1 体重比重量を比重量という（以下同じ。）。 
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ものと考えられた。P世代及び F1世代の 20,000 ppm投与群雌で肝臓の絶対重量及

び比重量の増加が認められたが、関連する病理組織学的変化が認められないことか

ら、適応性変化と考えられた。 

本試験において、いずれの世代でも毒性影響は認められなかったことから、無毒

性量は親動物及び児動物とも本試験における最高用量 20,000 ppm（P 雄：1,360 

mg/kg体重/日、P雌：1,570 mg/kg体重/日、F1雄：1,870 mg/kg体重/日、F1雌：

1,970 mg/kg体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかっ

た。（参照 2、12） 

 

（７）発生毒性試験（ラット） 

SDラット（一群雌 25匹）の妊娠 6～19日に強制経口投与（原体：0、500、750

及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%MC 水溶液）して、発生毒性試験が実施さ

れた。 

本試験において、いずれの投与群においても母動物及び胎児とも毒性影響は認め

られなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 1,000 

mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 2、13、

14） 

 

（８）遺伝毒性試験 

アブシシン酸（原体）の細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター

卵巣由来細胞（CHO）を用いた染色体異常試験及びマウスを用いた小核試験が実施

された。 

結果は表 4に示されているとおり、全て陰性であったことから、アブシシン酸に

遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 2、15～17） 

 

表４ 遺伝毒性試験概要 

試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

in 

vitro 

復帰突然

変異試験 

Salmonella typhimurium 

(TA98、TA100、TA1535、TA1537) 

Escherichia coli 

 (WP2 uvrA) 

33.3～5,000 g／プレート 

(+/-S9) 
陰性 

染色体異

常試験 

チャイニーズハムスター卵巣由来

細胞(CHO) 

①960～2,800 g/mL 

(+/-S9、3時間処理、17

時間培養後標本作製) 

②1,050～2,800 g/mL 

(+S9、3時間処理、17時

間培養後標本作製) 

350～1,050 g/mL 

(-S9、20時間培養後標本

作製) 

陰性 
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in 

vivo 
小核試験 

ICRマウス(骨髄細胞) 

(一群雄 5匹) 

500、1,000、2,000 mg/kg

体重/日 

(24時間間隔で 3回経口投

与、最終投与 24時間後に骨

髄採取後標本作製) 

陰性 

注）+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 

 

（９）抗エストロゲン及び抗アンドロゲン受容体作用検討試験 

ヒトエストロゲン受容体（hER）及びヒトアンドロゲン受容体（hAR）を介す

る転写活性に対するアブシシン酸原体の影響を検討するため、哺乳類細胞 [受容体

遺伝子とレポーター遺伝子を導入したヒト子宮頸がん細胞株（Hela細胞）] を用い

たルシフェラーゼレポーター遺伝子アッセイ（処理濃度：1 nM～10 µM）が実施さ

れた。 

hER導入細胞では E2処理（1 M）により溶媒対照と比較して誘導が認められ

たが、検体処理では有意なルシフェラーゼ活性化は認められなかった。hERに対

するアンタゴニストである HTM は E2 を介したルシフェラーゼ誘導を著しく阻害

したが、検体処理による有意な影響は認められなかった。 

hAR導入細胞ではDHT処理（1 M）により溶媒対照と比較して著しい誘導が認

められたが、検体処理では有意なルシフェラーゼ活性化は認められなかった。hAR

に対するアンタゴニストであるHFTはDHTを介したルシフェラーゼ誘導を著しく

阻害したが、検体処理による有意な影響は認められなかった。 

以上の結果から、アブシシン酸は in vitroにおける hER及び hARを介する転写

活性に影響を及ぼさないと考えられた。（参照 2、18） 

 

３．残留性について 

（１）作物残留試験 

ぶどうを用い、アブシシン酸を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。 

結果は表 5に示されている。 

ぶどう果実中のアブシシン酸は最終散布後 7日に 9.8～14.7 mg/kg検出され、そ

の後減少し、28日後には 6.1～6.4 mg/kgとなった。これらの結果から、アブシシ

ン酸の蓄積、濃縮等は認められず、処理されたアブシシン酸は経時的に減衰するも

のと考えられた。一方、無処理区においても全ての期間中のぶどう果実中にアブシ

シン酸が 0.04～0.09 mg/kg認められた。（参照 2、19） 
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表５ ぶどうの作物残留試験結果（アブシシン酸） 

作物名・品種 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年度 

試験条件 

PHI 

(日) 

残留値 

(mg/kg) 

製剤 
処理 

方法 

希釈倍数 

(量) 

使用 

回数 

(間隔) 

使用 

時期 
無処理区 処理区 

ぶどう・ピオーネ 

(施設) 

(果実) 

平成 28年度 

10% 

液剤 

果房 

散布 

100倍 

(十分量、

300 mL 

/20房) 

2回* 

(14日 

間隔) 

着色期 

～成熟期 

7 <0.1(0.05) 9.8 

14 <0.1(0.05) 8.4 

21 <0.1(0.04) 6.4 

28 <0.1(0.04) 6.1 

ぶどう・ピオーネ 

(施設) 

(果実) 

平成 28年度 

10% 

液剤 

果房 

散布 

100倍 

(十分量) 

2回* 

(14日 

間隔) 

着色始め

～着色期 

7 <0.1(0.08) 14.7 

14 <0.1(0.08) 12.2 

21 <0.1(0.09) 8.2 

28 <0.1(0.08) 6.4 

*申請されている使用回数 1回に対して過剰回数（2回）で実施されている。 

 

（２）推定摂取量 

作物残留試験の分析値を用いて、アブシシン酸を使用した際にぶどう中から摂取

される推定摂取量が表 6に示されている。 

なお、本推定摂取量の算定は、申請された使用時期は収穫期の約 30 日前に相当

する2ことを踏まえ、表 5のぶどうの作物残留試験結果に基づき、最大残留値は 6.4 

mg/kgであるとの仮定の下に行った。 

 

表６ ぶどう中から摂取されるアブシシン酸の推定摂取量 

作物名 
残留値 

(mg/kg) 

国民平均 

(体重：55.1kg) 

小児(1～6歳) 

(体重：16.5kg) 

妊婦 

(体重：58.5kg) 

高齢者(65歳以上) 

(体重：56.1kg) 

ff 

(g/人/日) 

摂取量 

(g/人/日) 

ff 

(g/人/日) 

摂取量 

(g/人/日) 

ff 

(g/人/日) 

摂取量 

(g/人/日) 

ff 

(g/人/日) 

摂取量 

(g/人/日) 

ぶどう 6.4 8.7 55.7 8.2 52.5 20.2 129.3 9 57.6 

・ff：平成 17～19年食品摂取頻度・摂取量調査（参照 20）の結果に基づく農産物摂取量（g/人/日）。 

・摂取量：残留値及び農産物摂取量から求めたアブシシン酸の推定摂取量（g/人/日）。 

 

申請された使用方法では、ぶどうのうち「巨峰」と「ピオーネ」のみを適用品種

としていること [生産割合 46.5%（巨峰；30.0%、ピオーネ；16.5%）] 3を考慮す

ると、ぶどうの摂取量の最も多い妊婦において、農薬として使用されるアブシシン

酸に起因する摂取量は 60.1 µg/人/日4と算出される。なお、作物残留試験の処理条件

は申請されている使用方法に対して過剰な条件であることを考慮すると、農薬とし

                                            
2 杉浦裕義，東暁史，西村遼太郎，山﨑安津，薬師寺博．ブドウ‘ピオーネ’の着色始期における天然型 

アブシジン酸含有新規液剤の散布処理が果実品質に及ぼす影響．園学研．2019, 18(1), p.81–87. 
3 農林水産省生産局園芸作物課「平成 28年産 特産果樹生産動態等調査」 
4 妊婦におけるぶどうの推定摂取量（129.3 µg/人/日）×生産割合（46.5%） 
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て使用されるアブシシン酸に起因する摂取量は更に少ないと推定される。 

また、アブシシン酸の一日当たり推定摂取量を調査した報告は存在しないが、ア

ブシシン酸は、植物ホルモンの一種であり、植物体内に分布しており、既に広く摂

取されていると考えられる。農産物中の含有濃度について幾つかの報告がされてお

り、限られた結果ではあるが、これらの結果から推定される農産物由来のアブシシ

ン酸の一日当たり推定摂取量は、妊婦において 350.7 µg/人/日5と算出される（農産

物中のアブシシン酸の濃度の詳細は別紙 2参照）。なお、アブシシン酸は別紙 2に

記載されている農産物以外にも含まれることから、人が通常の農産物から摂取して

いるアブシシン酸の摂取量は更に多いと推定される。（参照 2、28） 

 

４．その他 

（１）植物体内運命試験＜参考資料6＞ 

植物において、最も一般的に観察されるアブシシン酸の代謝の第一段階では、8’

位が水酸化を受けた 8’-hydroxyアブシシン酸が生成される。8’-hydroxyアブシシン

酸は、可逆的にファゼイン酸（PA）に代謝され、4’位の還元により dihydro PA（DPA）

又は epi-DPAに代謝される。また、8’-hydroxyアブシシン酸の 8’位の酸化体である

8’-oxo アブシシン酸を介した酸化経路が多くの植物で認められ、更に、8’-hydroxy 

PA、8’-hydroxy DPA及び 8’-oxo DPAが、とうもろこしで確認された。そのほか、

8’位の水酸化経路により代謝された、いくつかの代謝物が認められている。（参照

2、21～23） 

ぶどう果実において、着色期にアブシシン酸を処理した果実及び未処理の果実に

ついて、アブシシン酸及び代謝物の果実中濃度の検討試験が実施された。着色始期

から後期にかけて、アブシシン酸未処理の果実であっても果実中のアブシシン酸濃

度は増加し、その後、成熟にともない減少した。一方、アブシシン酸を処理した果

実においては、処理翌日に非常に高いアブシシン酸濃度が認められたが、14日後に

通常の濃度まで減少した。また、処理 3 日後に DPA が 69%増加したが、7 日後に

は通常の濃度となった。そのほか、アブシシン酸処理に関連した代謝物濃度の変化

は認められなかった。（参照 2、24） 

以上の知見から、植物中のアブシシン酸は酸化等によりPA、DPA等に代謝され、

植物に処理されたアブシシン酸も同じ経路で代謝されると考えられた。 

 

５．国際機関等における評価 

（１）米国環境保護庁（EPA）における評価 

アブシシン酸は植物成長調整剤として 2010 年に評価された。その結果、毒性が

ないこと、有効成分が残留する可能性がないことから、申請されている使用におけ

                                            
5 別紙 2における各農産物中の濃度及び平成 17～19年食品摂取頻度・摂取量調査（参照 20）の結果に基 

づく農産物摂取量から求めたアブシシン酸の推定摂取量。 
6 文献情報に基づく知見であることから参考資料とした。 
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るリスクは無視しうるとされた。急性及び慢性参照用量は設定されていない。（参

照 25） 

 

（２）オーストラリア農薬・動物用医薬品局（APVMA）における評価 

アブシシン酸は自然界で多くの果実、野菜及び種子に含まれており、これらの食

品から自然に摂取されている。アブシシン酸の許容一日摂取量（ADI）及び急性参

照用量（ARfD）は設定不要と評価された。（参照 26） 

 

（３）欧州食品安全機関（EFSA）における評価 

アブシシン酸は植物成長調整剤として 2012年に評価され、ADI 13.6 mg/kg体重

/日［1,360 mg/kg体重/日（ラット繁殖試験のNOAEL7）×1/100（安全係数）］が

設定され、ARfDは設定不要と判断された。（参照 27） 

                                            
7 ラット繁殖試験の結果、毒性影響は認められなかった。 
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Ⅲ．食品健康影響評価 

参照に挙げた資料を用いて、対象外物質「アブシシン酸」の食品健康影響評価を実

施した。 

各種毒性試験の結果から、アブシシン酸（原体）の食品を経由したばく露により問

題となる毒性所見は認められなかった。また、アブシシン酸は、植物ホルモンの一種

であり、植物体内に分布しており、既に広く摂取されている。 

以上のことから、アブシシン酸は、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使

用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないこ

とが明らかであると考えられる。 
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＜別紙１：検査値等略称＞ 

略称 名称 

APVMA オーストラリア農薬・動物用医薬品局 

DHT ジヒドロテストステロン 

DPA ジヒドロファゼイン酸 

E2 エストラジオール 

EFSA 欧州食品安全機関 

EPA 米国環境保護庁 

hAR ヒトアンドロゲン受容体 

hER ヒトエストロゲン受容体アルファ 

HFT ヒドロキシフルタミド 

HTM 4-ヒドロキシタモキシフェン 

MC メチルセルロース 

PA ファゼイン酸 

PHI 最終使用から収穫までの日数 
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＜別紙２：農産物中のアブシシン酸濃度＞ 

農産物名 濃度(mg/kg) 参照文献 

米 1.8 Zhang-zheng et al. (1990) 

小麦(玄麦) 0.10～0.15 Walker-Simmons and Sesing (1990) 

大麦(玄麦) 0.035 Goldbach and Michael (1976) 

とうもろこし 0.15～0.30 Cheikh and Jones (1994) 

ばれいしょ 0.125～0.230 Suttle (1995) 

ブロッコリー 0.7～2.5 Qin et al. (2009) 

トマト 0.125 Buta and Spaulding (1994) 

たまねぎ 0.40～0.96 Chope et al. (2007) 

メロン 0.025 Martinez-Madrid (1999) 

かんきつ 1.25 Goldshmidt et al. (1973) 

オレンジ 1.68 Harris and Dugger (1986) 

オリーブ 0.19 Kitsaki et al. (1999) 

りんご 0.2 Rock and Zeevaart (1990) 

アボカド <10 Milborrow (1974) 

おうとう 0.017 Kondo et al. (2002) 

ぶどう 0.05～3 Kondo and Kawai (1998) 、 Gokturk 

Baydar & Harmanka (2005) 

ぶどう(ワイン用) 0.10～0.25 Wheeler et al. (2009) 

ワイン(リースリング) 0.128～0.264(mg/L) Loveys and Downtown (1979) 

(参考)はちみつ(マヌカハ

ニー) 

328 Yao et al. (2003) 
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アブシシン酸に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）についての意見・

情報の募集結果について 

 

１．実施期間 令和３年１０月６日～令和３年１１月４日 

 

 

２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 

 

 

３．提出状況 １通  

 

 

４．頂いた意見・情報及びそれに対する食品安全委員会の回答 

頂いた意見・情報※ 食品安全委員会の回答 

「アブシシン酸は、植物体内に分布してお

り、人畜において既に広く摂取されている」

ということもあり、「農薬として想定しうる

使用方法に基づき通常使用される限りにお

いて、食品に残留することにより人の健康を

損なうおそれがないことが明らかである」と

していますが、だからといって消費者をだま

すような「ぶどうにアブシシン酸を処理する

ことにより、着色が向上する」のような使い

方はすべきではないです。 

食品安全委員会では、国民の健康の保護が

最も重要であるという基本的認識の下、科学

的知見に基づき客観的かつ中立公正に、食品

を介した農薬の摂取による人の健康への影

響について評価を行っています。 

今回のご意見は農薬の使用方法に関係す

る内容であることから、農林水産省に情報提

供いたします。 

※頂いたものをそのまま掲載しています。 
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